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はじめに

「下仁田町社会教育委員をお願いします」と言われても、「何

が仕事なの？わからないことが多い」。 

そうです。なかなか理解されません。そのため、引き受け

ていただくまでに、時間がかかり、認知度もあがりません。 

しかし社会教育委員の役職は、必要な役職なのです。長く

やればやるほど、必要な役職だということがわかるのです。 

では、どんなことをやっているのか？またどのようなこと

をすべきなのか？ 

それは、義務教育（小、中学校）・高等学校・大学等の学

校が終了し、社会人となった人たちが、この下仁田町で生き

がいをもって学べる場所を整備したり、町の人々が過ごしや

すい環境を作るためには、何が必要なのかを聞いたり、見た

り、考えて、大きな意味で、下仁田町のまちづくりが役割な

のです。 

さあ、始めましょう。下仁田町社会教育委員として、町の

よさを作り上げましょう。 

下仁田町教育委員会 
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Ⅰ 社会教育委員の心得 

 行動できる社会教育委員をめざすために 

① 地域の実状を把握したり、聞いたり、見たりしましょう。 

② 地域の施設や社会教育事業を見たり、住民の声に耳を傾

けたりしてみましょう。 

③ 地域づくりやまちづくりの活動、ＮＰＯやボランティア

団体の活動に参加してみましょう。 

④ 研修会や視察研修に参加して、ネットワークを広げまし

ょう。 

⑤ 社会教育委員同士で、情報交換をしましょう。 

⑥ 他の委員・委員会や会議に参加して、地域の課題を知りま

しょう。 

⑦ 行政の担当者と意見交換をして、意思の疎通を図りまし

ょう。 

 

この心得を読み、下仁田町のまちづくりに協力しま

しょう。皆さんの活躍に期待します。 
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Ⅱ 社会教育についての基本的な理解 

１ 社会教育とは 

  法律では、社会教育について次のように書かれています。 

【教育基本法】 

 第 12条（社会教育） 

  個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われている教育は、国や

地方公共団体によって奨励されなければならない。 

 

【社会教育法】 

 第 2 条（社会教育の定義） 

この法律で「社会教育」とは、学校教育法【昭和 22 年法律第 26 号】に基 

づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び

成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動

を含む。）をいう。 

 

 つまり、学校の教育課程として行われている教育活動を除いた組織的な教育

活動が社会教育ということになります。学校教育と社会教育の違いは、下のよう

な点になります。 

 

  ○学校教育＝児童、生徒や学生等に対して、あらかじめ定められた内容を決 

   まった時間の中で教師が指導する教育活動 

  ○社会教育＝社会状況の変化に対応して柔軟に編成された教育内容を、年

齢や職業等が多様な人々が中心になって、組織的に営まれる教育活動 

 

 また、教育者と学習者という観点で考えると、社会教育は学習者に学習の意思

がなければ成立しません。学習者の学習意思が前提です。具体的には公民館での

学級講座活動、子育てをする親への家庭教育学級などが社会教育として挙げら

れます。 

 学校教育の場合は、学習者の学習意欲の有無にかかわらず、教育者の教育意図

がなければ、教育課程としての教育活動とは言えません。 
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２ 社会教育が生涯学習に占める位置 

 

 法律という視点から見た社会教育については、前項で触れました。同様に法律

では、生涯学習については次のように書いています。 

【教育基本法】 

第３条（生涯学習の理念） 

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、

その生涯にわたってあらゆる機会に、あらゆる場所において学習することがで

き、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図らなければならない。 

 

「生涯学習」は、学校教育、社会教育のほか、組織的に行われない個人的な学習

や家庭教育なども含む点で、社会教育より広い活動を対象とする概念です。これ

を表に表すと下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「学ぶもの」と「教えるもの」 

による行為 

 

 

 

 

 

学校教育

による 

学習 

 

家庭教育

による 

学習 

 
社会教育による学習 

学校・家庭以外の広く 

社会で行われる教育 

「学ぶもの」のみ 

による行為 

 

読書等の自主学習、スポー

ツ活動、文化活動、奉仕活

動、体験活動、趣味やレク

リェーション活動における

学習等 

自 己 学 習 

教育による学び 
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人が生涯にわたって学び続け、成長し続けることができ、学んだ成果を適切に

生かすことのできる理想的な社会、それが生涯学習社会です。その中でも、学習

者の学習意思に基づいて組織的に展開される社会教育は非常に大きな位置を占

めています。 

 

３ 社会教育委員とは 

 

法律では、社会教育委員について次のように書いています。 

【社会教育法】 

第１５条（社会教育委員の構成） 

都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資す

る活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。 

 

 

社会教育委員の設置は 

任意ですが、群馬県では３５市町村に設置されていて、委員はそれぞれの市

町村の条例によって委嘱されます。 

また、社会教育委員は非常勤の地方公務員で、報酬が支払われます。 

 

社会教育委員制度は、住民参加型の行政の仕組みを端的に表している制度です。 

委員は、地域住民と行政の間にいる立場で、「住民の声を行政に反映するという

大切な役目を担っている。」という自覚や責任感を持って仕事をすることが大切

です。 

また、社会教育委員は独任制（一人一人が独立した立場で職務を行うことがで

きるということ）で、個人として研究調査を行ったり、教育委員会で意見を述べ

たりすることで、地域をよくしたいという思いを全委員が共有すれば、社会教育

委員の活動は実り多いものになるでしょう。 

 

４ 社会教育行政とは 

国や地方公共団体が行う社会教育行政とは、財政的援助、施設の設置・管理、

講座の開設、資料配布等の事務を行うことをとおして、住民に学習意欲を喚起し

て実際に学習に取り組む機会と場を提供し、学習活動全般を奨励することです。 
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市町村の役目は、住民の社会活動を活性化することで、住民相互の関係性が深

まるように、また住みやすい地域づくりに繋がるようにすることです。 

主に事務として、法律では具体的に下のようなことがあげられています。 

 

・社会教育委員の委嘱に関すること 
・公民館の設置・管理 

・図書館（室）や博物館、青年の家などの社会教育施設の設置・管理 

・講座の開設、講習会や講演会などの開催 

・運動会、競技会などの開催 

・音楽演劇美術などの発表会の開催 

・家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設・集会の開催 

・家庭教育に関する情報に提供 

・青少年に対する社会奉仕体験活動、自然体験活動の機会を提供する事業の実施 

・情報や情報伝達手段を活用するための知識・技能を学ぶ機会を提供するための 

・講座の開設・集会の開催 

・児童・生徒が、放課後や休日に学習や活動を行うための居場所の提供 

・住民の社会教育における学習成果を活用して教育活動を行う機会の提供 

 

５ 社会教育関係団体とは 

法律では、社会教育関係団体について、次のように制定されております。 

 

【社会教育法】 

第１０条（社会教育関係団体の定義） 

この法律で「社会教育関係団体」とは法人であると否とを問わず、公の支配

に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを目的とするものをいう。 

 

第１３条（審議会等への諮問） 

国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し交付をしようとする場合には、

あらかじめ、国にあっては文部科学大臣、審議会等（国家行政組織法（昭和２３

年法律第 120号）第 8条に規定する機関をいう。第 51条第 3項において同じ。）

で政令で定めるものの、地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の

会議（社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会

教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の

機関）の意見を聴いて行わなければならない。 
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Ⅲ 社会教育委員の設置とその職務 
 

１ 社会教育委員の設置と構成 

 １）学校教育関係者 

 ２）社会教育関係者 

 ３）家庭教育の向上に資する活動を行う者（ＰＴＡなど） 

 ４）学識経験者 

 

２ 社会教育委員の職務 

法律では、社会教育委員の職務は次のようにかいてあります。 

【社会教育法】 

社会教育委員は、社会教育に関して教育委員会に助言するため、次の仕事を

行います。 

１）社会教育に関するいろいろな計画を立案します。 

２）会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を言います。 

３）２つの職務のために必要な研究調査を行います。 

 

社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を言うこ

とができます。 

 

市町村の社会教育委員は、市町村の教育委員会から委嘱された青少年教育に

関することについて、社会教育関係団体・社会教育指導者その他関係者に対し

て、助言や指導をすることができます。 

 

 

詳しい職務内容は、次の１～４のようになります。 

１ 社会教育に関する諸計画を立案する 

平成１８年に改正された教育基本法第１７条に、国が教育振興基本計画を立

案し、地方公共団体は、「その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教

育振興のために施策に関する基本的計画を定めるよう努めなければならない。」

と書いてあります。つまり、学校教育及び社会教育を含めた教育振興のための計

画立案が教育委員会の大きな仕事の一つになります。 
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住民の意向や地域の課題を反映させて社会教育に関する年間事業計画や社会

教育計画を立案する上で、社会教育委員の役割は大きいといえます。 

また、諮問の有無に関わらず、社会教育委員は計画立案に関して積極的に意見

を述べることが望ましいといえます。 

 

２ 教育委員会に意見を述べる 

教育委員会で扱われる教育事案のうち、社会教育に関することで、意見を聞き

たいものについては、社会教育委員会議に対して教育委員会が諮問を行います。 

それに対して、社会教育委員会議が開かれ、多様な専門性を有する委員の意見

を集約する形でまとめ、「答申」という形で意見を述べます。 

（例） 

○町における図書室機能のあり方 

○公民館の活動のあり方 

○家庭や地域の教育力の向上と学校の連携 

○社会教育施設に現状と課題 

 

激しく変化する現代社会の中で、教育の抱える課題や問題は複雑多岐にわた

っており、その解決のために、社会教育委員は教育委員会からの諮問がなくても、

自発的に建議や意見書といった形で意見を述べることが大切です。また、答申、

建議、意見書等の方法とは別に、教育委員会の会議に出席して社会教育に関して

意見を述べることもできます。 

 

３ 必要な研究調査を行う 

１、２の職務を行うために必要な職務として、社会教育委員は研究調査という

と、難しいことのように思うかもしれませんが、いろいろな研究調査の方法があ

り、事務局と相談して、会議で審議するために適している方法を取ることが大切

です。たとえば、市町村における社会教育施設（公民館、郷土資料館など）の利

用促進を図るために意見を述べるには、どのような研究調査を行えばよいか例

を挙げてみます。 

 

１社会教育施設を視察する。 

 ２施設の現状について説明を聞く。（利用者数、利用料収入、主催事業の状

況、利用者の声等） 

 ３望ましい社会教育施設の在り方について職員等の意見を聞く。 
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４社会教育施設についての住民の実態調査や意識調査を行う。 

 

また、視察や意見聴取を行う前には、つぎのような点を心がけると、より効果

的な研究調査となるでしょう。 

 

○ あらかじめ施設の概要を調べておく 

○ 職員への質問事項を用意しておく 

 

こうした研究調査によって得られたデータを基に、課題を洗い出し、その解決

方法を探り、意見としてまとめ、教育委員会に伝えることで、社会教育行政に反

映されていくことでしょう。研究調査には、予算が必要です。市町村の財政状況

は厳しいとは思いますが、社会教育委員と市町村事務局が意思の疎通を図り、よ

りよい意見を述べることができるように研究調査予算の確保が望まれます。 

 

４ 青少年教育に関する助言指導をする 

 市町村の社会教育委員は、青少年教育に関する特定事項の指導を市町村教育

委員会から委嘱された時、社会教育関係団体や社会教育指導者その他関係者に

対して指導することができます（社会教育委員の指導的な機能）。 

具体的には、青少年の活動グループの育成、青少年への指導法の研修、青少年

の体験活動指導などが挙げられます。また、地域と学校をコーディネートしなが

ら、自ら青少年に対して直接指導に当たることも可能です。 

 

 

Ⅳ社会教育法 
   第一章 総則  

（この法律の目的）  

第一条  この法律は、教育基本法 （平成十八年法律第百二十号）の精神に則り、社会

教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。  

（社会教育の定義）  

第二条  この法律において「社会教育」とは、学校教育法 （昭和二十二年法律第二十

六号）又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

（平成十八年法律第七十七号）に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%94%aa%96%40%88%ea%93%f1%81%5a&REF_NAME=%8b%b3%88%e7%8a%ee%96%7b%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%94%aa%96%40%8e%b5%8e%b5&REF_NAME=%8f%41%8a%77%91%4f%82%cc%8e%71%82%c7%82%e0%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%8b%b3%88%e7%81%41%95%db%88%e7%93%99%82%cc%91%8d%8d%87%93%49%82%c8%92%f1%8b%9f%82%cc%90%84%90%69%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリ

エーションの活動を含む。）をいう。  

（国及び地方公共団体の任務）  

第三条  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教

育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法

により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即

する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。  

２  国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様

な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励

を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。  

３  国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及

び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努

め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、

家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよ

う努めるものとする。  

（国の地方公共団体に対する援助）  

第四条  前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めると

ころにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の

提供及びそのあつせんを行う。  

（市町村の教育委員会の事務）  

第五条  市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該

地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。  

一  社会教育に必要な援助を行うこと。  

二  社会教育委員の委嘱に関すること。  

三  公民館の設置及び管理に関すること。  

四  所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関

すること。  

五  所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。  

六  講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれら

の奨励に関すること。  

七  家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家

庭教育に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。  

八  職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関す

ること。  

九  生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。  
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十  情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知

識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこ

れらの奨励に関すること。  

十一  運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。  

十二  音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。  

十三  主として学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法第十八条 に規定する学齢

児童及び学齢生徒をいう。）に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、

社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事

業の実施並びにその奨励に関すること。  

十四  青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体

験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。  

十五  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会

教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施

及びその奨励に関すること。  

十六  社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。  

十七  視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関

すること。  

十八  情報の交換及び調査研究に関すること。  

十九  その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務  

（都道府県の教育委員会の事務）  

第六条  都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範

囲内において、前条各号の事務（第三号の事務を除く。）を行うほか、次の事務を行

う。  

一  公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。  

二  社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布

等に関すること。  

三  社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。  

四  市町村の教育委員会との連絡に関すること。  

五  その他法令によりその職務権限に属する事項  

（教育委員会と地方公共団体の長との関係）  

第七条  地方公共団体の長は、その所掌事項に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手

段を利用しその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員

会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。  

２  前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会

に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40%91%e6%8f%5c%94%aa%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000
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第八条  教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地

方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めること

ができる。  

（図書館及び博物館）  

第九条  図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。  

２  図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。  

   第二章 社会教育主事及び社会教育主事補  

（社会教育主事及び社会教育主事補の設置）  

第九条の二  都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。  

２  都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができ

る。  

（社会教育主事及び社会教育主事補の職務）  

第九条の三  社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与え

る。ただし、命令及び監督をしてはならない。  

２  社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て

教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。  

３  社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。  

（社会教育主事の資格）  

第九条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。  

一  大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、か

つ、次に掲げる期間を通算した期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教

育主事の講習を修了したもの 

イ 社会教育主事補の職にあつた期間 

ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その

他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた

期間 

ハ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のあ

る事業における業務であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資す

るものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間（イ又はロに掲げる期間に

該当する期間を除く。） 

二  教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関す

る職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの  

三  大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学

省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲

げる期間を通算した期間が一年以上になるもの  



- 13 - 

 

四  次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者（第一号及び第二号に掲げる者

を除く。）で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教

養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの  

（社会教育主事の講習）  

第九条の五  社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機

関が行う。  

２  受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。  

（社会教育主事及び社会教育主事補の研修）  

第九条の六  社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、

文部科学大臣及び都道府県が行う。  

   第三章 社会教育関係団体  

（社会教育関係団体の定義）  

第十条  この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配

に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。  

（文部科学大臣及び教育委員会との関係）  

第十一条  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対

し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。  

２  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社

会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。  

（国及び地方公共団体との関係）  

第十二条  国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつて

も、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。  

（審議会等への諮問）  

第十三条  国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場

合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法 （昭和

二十三年法律第百二十号）第八条 に規定する機関をいう。第五十一条第三項において

同じ。）で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員

の会議（社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教

育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関）の

意見を聴いて行わなければならない。  

（報告）  

第十四条  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製

及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。  

   第四章 社会教育委員  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%93%f1%81%5a&REF_NAME=%8d%91%89%c6%8d%73%90%ad%91%67%90%44%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%93%f1%81%5a&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000
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（社会教育委員の設置）  

第十五条  都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。  

２  社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。  

（削除）  

第十六条  削除  

（社会教育委員の職務）  

第十七条  社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行

う。  

一  社会教育に関する諸計画を立案すること。  

二  定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べ

ること。  

三  前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。  

２  社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることが

できる。  

３  市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に

関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対

し、助言と指導を与えることができる。  

（社会教育委員の委嘱の基準等）  

第十八条  社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な

事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱

の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。  

第十九条  削除  

   第五章 公民館  

（目的）  

第二十条  公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教

育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増

進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とす

る。  

（公民館の設置者）  

第二十一条  公民館は、市町村が設置する。  

２  前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一

般財団法人（以下この章において「法人」という。）でなければ設置することができ

ない。  

３  公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。  

（公民館の事業）  



- 15 - 

 

第二十二条  公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但

し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。  

一  定期講座を開設すること。  

二  討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。  

三  図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。  

四  体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。  

五  各種の団体、機関等の連絡を図ること。  

六  その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。  

（公民館の運営方針）  

第二十三条  公民館は、次の行為を行つてはならない。  

一  もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させ

その他営利事業を援助すること。  

二  特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支

持すること。  

２  市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは

教団を支援してはならない。  

（公民館の基準）  

第二十三条の二  文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及

び運営上必要な基準を定めるものとする。  

２  文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準

に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援

助に努めるものとする。  

（公民館の設置）  

第二十四条  市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管

理に関する事項を定めなければならない。  

第二十五条及び第二十六条  削除  

（公民館の職員）  

第二十七条  公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。  

２  館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を

監督する。  

３  主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。  

第二十八条  市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の

教育委員会が任命する。  

（公民館の職員の研修）  

第二十八条の二  第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。  

（公民館運営審議会）  
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第二十九条  公民館に公民館運営審議会を置くことができる。  

２  公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施に

つき調査審議するものとする。  

第三十条  市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町

村の教育委員会が委嘱する。  

２  前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営

審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の

委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。  

第三十一条  法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委

員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。  

（運営の状況に関する評価等）  

第三十二条  公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結

果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。  

（運営の状況に関する情報の提供）  

第三十二条の二  公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解

を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の

運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。  

（基金）  

第三十三条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自

治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十一条 の基金を設けることができ

る。  

（特別会計）  

第三十四条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会

計を設けることができる。  

（公民館の補助）  

第三十五条  国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の

施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。  

２  前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。  

第三十六条  削除  

第三十七条  都道府県が地方自治法第二百三十二条の二 の規定により、公民館の運営

に要する経費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところによ

り、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求める

ことができる。  

第三十八条  国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補

助金を国庫に返還しなければならない。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%95%53%8e%6c%8f%5c%88%ea%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000024100000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000024100000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000024100000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40%91%e6%93%f1%95%53%8e%4f%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%93%f1&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000023200200000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000023200200000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000023200200000000000000000000000000
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一  公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反

したとき。  

二  公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の

用途に利用されるようになつたとき。  

三  補助金交付の条件に違反したとき。  

四  虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。  

（法人の設置する公民館の指導）  

第三十九条  文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営

その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。  

（公民館の事業又は行為の停止）  

第四十条  公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置す

る公民館にあつては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県

の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。  

２  前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事

項は、都道府県の条例で定めることができる。  

（罰則）  

第四十一条  前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為

をした者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三万円以下の罰金に処する。  

（公民館類似施設）  

第四十二条  公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。  

２  前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。  

   第六章 学校施設の利用  

（適用範囲）  

第四十三条  社会教育のためにする国立学校（学校教育法第一条 に規定する学校（以

下この条において「第一条学校」という。）及び就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども

園（以下「幼保連携型認定こども園」という。）であつて国（国立大学法人法 （平成

十五年法律第百十二号）第二条第一項 に規定する国立大学法人（次条第二項において

「国立大学法人」という。）及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。）が設

置するものをいう。以下同じ。）又は公立学校（第一条学校及び幼保連携型認定こど

も園であつて地方公共団体（地方独立行政法人法 （平成十五年法律第百十八号）第六

十八条第一項 に規定する公立大学法人（次条第二項及び第四十八条第一項において

「公立大学法人」という。）を含む。）が設置するものをいう。以下同じ。）の施設

の利用に関しては、この章の定めるところによる。  

（学校施設の利用）  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40%91%e6%88%ea%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%94%aa%96%40%8e%b5%8e%b5&REF_NAME=%8f%41%8a%77%91%4f%82%cc%8e%71%82%c7%82%e0%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%8b%b3%88%e7%81%41%95%db%88%e7%93%99%82%cc%91%8d%8d%87%93%49%82%c8%92%f1%8b%9f%82%cc%90%84%90%69%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%8e%b5%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%94%aa%96%40%8e%b5%8e%b5&REF_NAME=%8f%41%8a%77%91%4f%82%cc%8e%71%82%c7%82%e0%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%8b%b3%88%e7%81%41%95%db%88%e7%93%99%82%cc%91%8d%8d%87%93%49%82%c8%92%f1%8b%9f%82%cc%90%84%90%69%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%8e%b5%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8c%dc%96%40%88%ea%88%ea%93%f1&REF_NAME=%8d%91%97%a7%91%e5%8a%77%96%40%90%6c%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8c%dc%96%40%88%ea%88%ea%93%f1&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8c%dc%96%40%88%ea%88%ea%94%aa&REF_NAME=%92%6e%95%fb%93%c6%97%a7%8d%73%90%ad%96%40%90%6c%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8c%dc%96%40%88%ea%88%ea%94%aa&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006800000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8c%dc%96%40%88%ea%88%ea%94%aa&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006800000000001000000000000000000
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第四十四条  学校（国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。）の管理

機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育の

ために利用に供するように努めなければならない。  

２  前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学

法人の学長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学

にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人の理事長、高等専門学校

にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人

の理事長、幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長、大

学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校にあつては設置者である地

方公共団体に設置されている教育委員会をいう。  

（学校施設利用の許可）  

第四十五条  社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機

関の許可を受けなければならない。  

２  前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、

あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。  

第四十六条  国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとする

ときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。  

第四十七条  第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の

管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。  

２  前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定

める。  

（社会教育の講座）  

第四十八条  文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が

設置する大学若しくは幼保連携型認定こども園又は当該地方公共団体が設立する公立

大学法人が設置する大学若しくは高等専門学校に対し、地方公共団体に設置されてい

る教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学及び幼保連携型認定こども園以外の

公立学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、

夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求め

ることができる。  

２  文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関

し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞ

れ大学、高等専門学校又は高等学校において開設する。  

３  社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又は中学校において開設する。  

４  第一項の規定する講座を担当する講師の報酬その他必要な経費は、予算の範囲内に

おいて、国又は地方公共団体が負担する。  
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   第七章 通信教育  

（適用範囲）  

第四十九条  学校教育法第五十四条 、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条の

規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによ

る。  

（通信教育の定義）  

第五十条  この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下

に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応

答等を行う教育をいう。  

２  通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならな

い。  

（通信教育の認定）  

第五十一条  文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信

教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定（以下「認定」とい

う。）を与えることができる。  

２  認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、文部科学大臣に

申請しなければならない。  

３  文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじ

め、第十三条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。  

（認定手数料）  

第五十二条  文部科学大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部科学省

令で定める額の手数料を徴収することができる。ただし、国立学校又は公立学校が行

う通信教育に関しては、この限りでない。  

第五十三条  削除  

（郵便料金の特別取扱）  

第五十四条  認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法 （昭和二十

二年法律第百六十五号）の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。  

（通信教育の廃止）  

第五十五条  認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しよ

うとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければなら

ない。  

２  前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。  

（報告及び措置）  

第五十六条  文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な

措置を命ずることができる。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%8e%6c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005400000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005400000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005400000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%98%5a%8c%dc&REF_NAME=%97%58%95%d6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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（認定の取消）  

第五十七条  認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基い

てした処分に違反したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。  

２  前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。  

 

   附 則 抄  

１  この法律は、公布の日から施行する。  

５  この法律施行前通信教育認定規程（昭和二十二年文部省令第二十二号）により認定

を受けた通信教育は、第五十一条第一項の規定により、認定を受けたものとみなす。  

 

 

Ⅴおわりに 

いかがでしたか。社会教育委員のことを、わかっていただ

けたでしょうか。「継続は、力なり」という言葉のように、

社会教育委員として継続し、下仁田町のために力を貸してい

ただきたいと思います。 

 

 

（参考資料・参考文献） 

社会教育委員のためのＱ＆Ａ －関係法令から読み解く‐ 
（平成２２年７月 一般社団法人全国社会教育委員連合） 

改訂社会教育法解説 

（平成２０年８月 一般社団法人全国社会教育委員連合） 

新しい時代を創る社会教育 

（平成２２年６月 一般社団法人全国社会教育委員連合） 

社会教育委員の手引き 

（平成２４年８月 新潟県教育庁生涯学習推進課 新潟県社会教育委員の会議） 


